松園墓園新規使用者募集要項
松園墓園の新規使用者を募集します。
本募集要項をご一読いただき、家族の皆さんとよくお話し合いのうえお申込みください。
１　募集する墓地（区画）の概要
(1) 墓園名・所在地
花巻市松園墓園　花巻市松園町４７７番地
(2) 募集区画
１７区画（下表のとおり）
※　種別ごとに受付けしますので、複数の種別に申し込むことはできません。
　　※　すべて一度使用許可が出された後で、返還された区画です。
　　※　区画の詳細な場所については、別紙１のとおりです。
	種別
	面積
	区画数
	区画の場所
	使用料
	管理料

	２種
	6.0㎡
	４区画
	Ｊ区　０２１２
	76,000円
	3,600円/年

	
	
	
	Ｊ区　０２１３
	
	

	
	
	
	Ｊ区　０５０５
	
	

	
	
	
	Ｊ区　０５１３
	
	

	３種
	4.0㎡
	11区画
	Ｃ区　０３１３
	41,000円
	2,400円/年

	
	
	
	Ｅ区　０６１０
	
	

	
	
	
	Ｅ区　０７０７
	
	

	
	
	
	Ｅ区　０７１１
	
	

	
	
	
	Ｆ区　０３１０
	
	

	
	
	
	Ｆ区　０３１３
	
	

	
	
	
	Ｆ区　０５０２
	
	

	
	
	
	Ｇ区　０７０７
	
	

	
	
	
	Ｇ区　０７１５
	
	

	
	
	
	Ｈ区　０２０５
	
	

	
	
	
	Ｈ区　０２１１
	
	

	３種
(平成25年造成分)
	4.0㎡
	２区画
	Ｐ区　０１１６
	70,000円
	2,400円/年

	
	
	
	Ｐ区　０１２１
	
	



２　申込資格
現に花巻市内に住所（住民登録をしていること）を有し、令和７年１０月１日以前に転入し使用許可予定日（令和８年４月１日）時点で６か月以上居住していると見込まれる方で、以下の①又は②に該当する方
①　焼骨を保持し、その祭祀を主宰すべき立場にある方
②　２年以内に墳墓を設置する意思があると認められる方
※「墳墓」とは、焼骨を埋蔵する施設のこと。（墓地、埋葬等に関する法律第２条第４項より）
３　申込みに当たっての注意事項
(1) 区画は、墳墓を建立するために市有地の使用を許可（貸出）しているもので、土地を販売するものではありません。したがって、区画を転貸、譲渡することはできません。
(2) １世帯で１件の申込みが可能です。
(3) 申込みは種別ごとに受け付けします。「２種と３種」など、複数の種別に申込むことはできません。
(4) 申込後の種別の変更はできません。変更したい場合は、一度申込みを取り下げ、再度申込書を提出していただきます。
(5) すでに花巻市営墓園を使用されている方は、申込みできません。
(6) 当選された申込者を使用者として許可します。
(7) 墓地の使用権は、祭祀を主宰する者でなければ承継することはできません。
(8) 当選された方で、使用許可予定日前に転出された場合は、当選が無効となり区画を使用することはできません。
(9) 花巻市では、永代供養は行っていません。
(10)次のような場合は、申込みを無効・失格とします。
①　同一の申込者が、同じ種別に２件以上又は複数の種別に申込んだ場合
②　書類の記載内容が事実と異なっていた場合
(11)区画内の管理（清掃・草取等）は、使用者自身で行っていただきます。
(12)石材業者の指定・あっせん等はしておりませんので、ご自身でお申し込みください。
(13)次のような場合は、使用許可を取り消し、改葬及び地上物件の撤去又は移転を命ぜられます。
①　墓地を目的以外に使用したとき
②　墓地を他に貸したとき
③　墓地の使用許可を受けてから２年以内に墳墓を設置しないとき
④　墓園管理料の納付を怠ったとき
⑤　法令又は花巻市墓園条例もしくはこの条例に基づく規則、命令等に違反したとき
 　 　⑥　使用者が行方不明となり、かつ、承継者もなく１０年経過したとき
(14)区画が不要になった場合、原状に復して返還の手続をしていただきます。なお、花巻市墓園条例第９条に基づき使用料は返納されません。
(15)あらかじめ可能な範囲で現地を確認してください。なお、現地写真につきましては別紙２のとおりです。
４　申込手続
(1) 申込受付期間
令和８年２月２日（月）から令和８年２月２６日（木）まで
(2) 申込方法
「松園墓園新規使用者募集申込書」を生活環境課の窓口で受け取るか、ホームページから印刷し、必要事項（住所、氏名、電話番号など）を記入の上、生活環境課の窓口までご持参、メール、郵送（令和８年２月２６日（木）必着）又は申込フォームを用いたオンライン申請によりお申し込みください。
　送付先：【郵送の場合】〒０２５－８６０１　花巻市花城町９番３０号　花巻市役所　生活環境課
　　　　 【メールの場合】kankyou@city.hanamaki.iwate.jp
　　　　 【オンライン申請の場合】下記URLまたはQRコードより申請願います。
　　　　　https://logoform.jp/form/NbAs/1323705
　　　　　[image: C:\Users\local_tomoya2687\INetCache\Content.MSO\9650D859.tmp]
窓口受付時間：平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで
※　電話での申込みは、受け付けません。
５　抽選会
　申込みする種別へ募集区画数を上回る使用申込がされた場合、使用者と使用区画を抽選会で決定します。ただし、募集区画数を上回る使用申込がなされなかったとしても、使用区画の決定が必要となりますので、抽選会で決定することにします。
日時：令和８年３月１７日（火）午後３時
　　場所：花巻市役所本館３階３０２・３０３・３０４会議室（花巻市花城町９番３０号）
　　※　抽選会の案内及び抽選券は、後日併せて郵送します。（３月上旬発送予定）
※　抽選券は、抽選会当日まで失くさないよう保管してください。
※　抽選会へは、申込者本人又は代理人（同一世帯の方に限る）が必ずご出席ください。
※　当選者は、抽選会終了後、引き続き墓地使用に関する説明会に参加していただきます。
※　令和８年３月１０日（火）までに案内及び抽選券が届かない場合はお問合せください。
６　抽選方法について
(1) 予備抽選
本抽選のくじを引く順番を決めるために、当日会場受付順に予備抽選を行います。
(2) 本抽選
予備抽選の数字の若い順に、本抽選のくじを引いていただきます。
２種は１～４番、３種(平成25年造成分含む)は１～１３番の数字を引いた人が当選です。
(3) 使用区画の決定
各種別の当選者は、１番から順に希望する区画を選択していただきます。抽選終了後、すぐに区画を決めていただきますので、あらかじめ希望する区画の順番（順位）を決めておいてください。
(4) 再予備抽選
(3)使用区画の決定後、応募及び使用希望のなかった区画について、本抽選を落選及び辞退をした人の中から当該区画の使用希望者がいた場合は、再抽選を行うこととし、再抽選のくじを引く順番を決めるために、再予備抽選を行います。
(5) 再抽選
(4)再予備抽選が行われた場合、再予備抽選の数字の若い順に、再抽選のくじを引いていただきます。
(6) 残使用区画の決定
１番の数字を引いた人から順に希望する区画を選択していただきます。再抽選終了後、すぐに区画を決めていただきますので、あらかじめ希望する区画の順番（順位）を決めておいてください。
　※　抽選について、予備抽選・本抽選は種別ごとに行い、再予備抽選・再抽選は種別の区別無く実施します。
※　再抽選は１回のみとし、再抽選後に使用希望のなかった区画が残った場合でも終了とします。
※　区画の決定は速やかに（１人おおむね５分以内）行っていただくこととし、決定できない場合は、最後尾に繰り下げます。
※　決定後の区画変更はできません。
※　抽選会後に辞退者が出た場合の繰り上げ当選はありません。
７　当選後の手続について
(1) 必要書類の提出
当選した方は、下記申請書類および添付書類をご準備のうえ、令和８年３月２５日（水）までに提出してください。
①　焼骨を保持している方の場合
　　　・　墓地使用許可申請書及び墓地使用権承継予定者届出書
　　　・　住民票抄本（本籍記載のもの）
・　保持しているお骨にかかる火葬許可証又は改葬許可証の写し
②　２年以内に墳墓を設置する意思のある方の場合
　　　・　墓地使用許可申請書及び墓地使用権承継予定者届出書
・　住民票抄本（本籍記載のもの）
・　２年以内に墳墓を設置する旨の誓約書（誓約をし、２年以内に設置がされない場合は墓地使用の権利を失い、墓地を返還していただきます。）
(2) 墓地使用料と墓園管理料の納付
令和８年４月６日（月）から令和８年４月１３日（月）までに、使用する区画の墓地使用料と初年度墓園管理料をご持参のうえ、花巻市役所生活環境課の窓口までお越しください。納付と引き換えに墓地の使用許可証（使用許可予定日：令和８年４月１日）を交付します。
　
　※　使用料及び管理料は一括で納付していただきます。
※　令和９年度以降の墓園管理料は毎年５月に納付していただきます。
※　令和９年度以降の墓園管理料の納付方法は、納付書または口座振替が選択できます。（口座振替を希望される場合、別途金融機関での手続が必要です。）なお、コンビニでの納付はできません。
※　墓園管理料は、墓園の共用部分に係る清掃・改修等にあてるため、使用者の皆さまにご負担いただいております。























○花巻市墓園条例参　考　１

平成18年１月１日条例第111号
改正
平成24年９月19日条例第22号
平成25年12月16日条例第27号
令和４年７月13日条例第15号
花巻市墓園条例
（設置）
第１条　市は、墓地、埋葬等に関し、環境の整備を図り、公共福祉に寄与するため、花巻市墓園（以下「墓園」という。）を設置する。
（名称及び位置）
第２条　墓園の名称及び位置は、次のとおりとする。
	名称
	位置

	花巻市松園墓園
	花巻市松園町477番地

	花巻市高木墓園
	花巻市東十二丁目第10地割88番地４

	花巻市石沢墓園
	花巻市石鳥谷町好地第２地割161番地１

	花巻市東和墓園
	花巻市東和町土沢２区22番地

	花巻市舟田墓園
	花巻市東和町田瀬20区297番地


（墓地の種別及び区画）
第３条　墓園のうち、墳墓の用に供する土地（以下「墓地」という。）の種別及び区画は、別表第１のとおりとする。
（目的外使用の禁止）
第４条　墓地は、その目的以外に使用することはできない。
（使用の資格）
第５条　墓地を使用することができる者は、市の区域内に住所を有し、引き続き６か月以上居住している者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、市長において相当の事由があると認めるときは、本市以外に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものには、墓地を使用させることができる。
(１)　現に焼骨を所持している者
(２)　墓地の使用許可を受けてから２年以内に墳墓を設置する意思を有すると市長が認めた者
（使用の許可）
第６条　墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
２　墓地の使用は、１申請者について１区画とする。ただし、特に市長において必要と認める場合は、２区画以上の使用を許可することができる。
３　市長は、墓地の使用を許可した者に対しては、墓地使用許可証を交付する。
（使用料）
第７条　墓地を使用しようとする者は、使用許可と同時に、使用料を納付しなければならない。
２　前項の使用料の額は、別表第２のとおりとする。
３　第５条ただし書の規定により、使用を許可された者の使用料は、別表第２に定める額の100分の50に相当する額の金額を、同表に定める金額に加算した額とする。
（使用料の減免）
第８条　市長は、墓地の使用の許可を受けた者が生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による生活扶助を受けている者その他市長が特に必要があると認めた者（以下「被保護者等」
という。）であるときは、使用料を減免することができる。
（使用料の不還付）
第９条　既納の使用料は、第15条第２項の規定によるもののほか、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
（死体埋葬等の禁止）
第10条　墓地には、死体を埋葬することができない。
（使用権の承継及び消滅）
第11条　墓地を使用する権利（以下「使用権」という。）は、祭祀(し)を主宰する者でなければ承継できない。
２　次の各号のいずれかに該当するときは、墓地に係る使用権は、消滅する。
(１)　墓地の使用許可を受けた者又は使用権を承継した者（以下「使用者」という。）が死亡し、使用権を承継する者がないとき。
(２)　使用者が行方不明となり、10年を経過したとき。
（墓地の返還）
第12条　使用者は、墓地を使用しなくなったときは、速やかに市長に届け出て、墓地を原状に復して返還しなければならない。ただし、現状のままで返還することについて、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
（墓標等の設置）
第13条　使用者は、墓地に墓碑、形像等の墓標及びその他の施設を設置することができる。
（使用の制限及び設備の設置等）
第14条　市長は、使用者に対し、その使用について制限若しくは条件を付し、又は維持管理上必要な設備の設置その他適当な措置をとるよう命ずることができる。
（使用の変更又は取消命令）
第15条　市長は、墓園の管理その他事業執行上必要があると認めるときは、使用についての内容の全部若しくは一部を変更し、又は取り消すことができる。
２　前項の規定により、使用についての内容の全部若しくは一部を変更し、又は取り消したときは、市長は、これに代わるべき場所を指定し、又は相当額を補償し、若しくは既納の使用料を還付しなければならない。
（使用許可の取消し）
第16条　次の各号のいずれかに該当する事由があった場合は、市長は、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(１)　墓地を目的以外に使用したとき。
(２)　墓地を他に貸したとき。
(３)　第５条第２号に規定する期限内に墳墓を設置しないとき。
(４)　第19条に規定する管理料の納付を怠ったとき。
(５)　法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則、命令等に違反したとき。
２　前項の規定により、使用許可を取り消された者は、速やかに墓地を原状に復さなければならない。
（禁止行為）
第17条　墓園において、次に掲げる行為をしてはならない。
(１)　墓園の設備又は墓標その他の施設を損傷し、又は汚損すること。
(２)　指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止め置くこと。
(３)　許可を受けないで物品の販売その他の商行為をすること。
(４)　許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。
(５)　前各号に掲げるもののほか、墓園の管理に支障がある行為をすること。
（代執行）
第18条　使用者が第12条本文、第14条及び第16条第２項に規定する措置をとらなかった場合には、市長は、自らこれを執行し、その費用を当該使用者から徴収することができる。
（管理料）
第19条　市長は、舟田墓園を除く墓地の使用者から、当該墓地の使用面積に応じ管理料を徴収する。ただし、市長は、使用者が被保護者等であるときは、これを減免することができる。
２　前項の管理料の額は、１平方メートル当たり年額600円とする。
（無縁墳墓）
第20条　第11条第２項に該当する事由により、使用権の消滅した墓地については、焼骨、遺骨を一定の場所に改葬し、その墳墓を撤去するものとする。
（損害賠償）
第21条　墓園内における市の施設及び設備を故意若しくは過失により損傷又は紛失した者は、市長が定める損害額を賠償しなければならない。
（委任）
第22条　この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附　則
（施行期日）
１　この条例は、平成18年１月１日から施行する。
（経過措置）
２　この条例の施行の日の前日までに、合併前の花巻市墓園条例（昭和42年花巻市条例第８号）、石沢霊園条例（昭和55年石鳥谷町条例第12号）、東和町墓地設置及び管理条例（昭和47年東和町条例第４号）又は東和町墓地公園条例（平成６年東和町条例第８号）（以下これらを「合併前の条例」という。）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
３　合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料及び管理料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
４　第19条第２項に規定する管理料の取扱いについては、平成18年３月31日までの間は、なお合併前の条例の例による。
附　則（平成24年９月19日条例第22号）
（施行期日）
１　この条例は、平成24年11月１日から施行する。
（経過措置）
２　改正後の第５条及び第16条の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた者について適用し、同日前に使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附　則（平成25年12月16日条例第27号）
この条例は、平成26年２月１日から施行する。
別表第１（第３条関係）
１　花巻市松園墓園
	種別
	墓地１区画の面積
	区画

	第１種
	９㎡
	

	第２種
	６㎡
	縁石

	第３種
	４㎡
	

	第４種
	４㎡
	標石


２～５　　（略）

別表第２（第７条関係）
１　花巻市松園墓園
	種別
	使用料

	第１種
	
	122,000円

	第２種
	
	76,000円

	第３種
	
	41,000円

	第３種（平成25年造成分）
	
	70,000円

	第４種
	
	41,000円


２～４　　（略）


○花巻市墓園管理規則参　考　２

平成18年１月１日規則第119号
改正
平成19年３月30日規則第14号
平成22年３月24日規則第10号
平成24年９月19日規則第43号
令和２年３月23日規則第23号
花巻市墓園管理規則
（趣旨）
第１条　この規則は、花巻市墓園条例（平成18年花巻市条例第111号。以下「条例」という。）第22条の規定に基づき、花巻市墓園（以下「墓園」という。）の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
（使用許可の申請）
第２条　条例第６条第１項の規定により、墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。
２　条例第５条ただし書の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、前項の規定によるもののほか、本市に住所を有するもので世帯主である者を保証人と定め、墓地使用理由書（様式第２号）を添えて申請しなければならない。
（許可証の交付）
第３条　条例第６条第３項の規定による墓地使用許可証（以下「許可証」という。）は、様式第３号のとおりとする。
（墓地使用者台帳）
第４条　市長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用者台帳（様式第４号）にこれを登録するものとする。
（許可証の提示）
第５条　墓地の使用許可を受けた者又は承継者（以下「使用者」という。）が墓地の使用について、この規則の規定による申請及び届出をする場合は、その都度許可証を提示しなければならない。
（許可証の再交付及び記載事項変更の申請）
第６条　使用者は、許可証を紛失し又は汚損した場合は、許可証の再交付を市長に請求することができる
２　使用者は、その氏名、本籍及び住所に変更を生じたときは、速やかに許可証の記載事項変更を市長に申請しなければならない。
３　第１項の許可証の再交付の申請及び前項の許可証の記載事項変更の申請は、使用許可証再交付・記載事項変更申請書（様式第５号）により行うものとする。
（市外転出の場合の届出）
第７条　使用者が市外へ転出し、なお、継続して墓地を使用しようとする場合は、速やかに前条の規定による申請書を提出するほか、本市に住所を有し、かつ、世帯主である者を墓地の管理のための代理人と定め、市長に届け出なければならない。
２　前項の場合においては、使用者は、代理人指定届（様式第６号）を市長に届け出なければならない。
３　条例第５条ただし書の規定により、許可を受けた使用者については、第２条第２項に定める保証人を第１項の規定により届け出た代理人とみなす。
（代理人変更の届出）
第８条　前条の代理人に変更を生じたときは、使用者は、速やかに代理人変更届（様式第６号）を市長に届け出なければならない。
（使用料の減免）
第９条　条例第８条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、墓地使用料減免申請書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。
２　市長は、前項の申請があった場合において必要があると認めるときは、申請人に対して必要な書類の提示を求めることができる。
（墓地の施設等の届出）
第10条　使用者は、墓地に墓碑類及びこれに附属する工作物を新設し、改修し、模様替えし、若しくは移転し、又は植樹等をしようとする場合は、墓地工事施工届（様式第８号）を市長に提出し、墓地内工事承認票（様式第９号）の交付を受けなければならない。ただし、墓地内における軽易な作業等で市長が認めるものについては、この限りでない。
２　前項の承認票は、これを作業場所に掲示しなければならない。ただし、工事又は作業を終了したときは、直ちに承認票を市長に返還のうえ、市長の指定する職員の検査を受けなければならない。
（墓地の施設等の制限）
第11条　墓地の墓碑、墓誌、形像類その他工作物及び樹木の高さは、別表のとおりとし、その制限を超えることができない。ただし、既設の囲障、墓碑、墓誌、形像類その他の工作物で土地区画整理その他特別の事由により移転するものについては、この限りでない。
（承継使用の届出）
第12条　条例第11条第１項の規定により墓地の使用権を承継しようとする者は、墓地使用権承継届（様式第10号）に、次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(１)　前使用者の許可証
(２)　戸籍謄本その他承継原因を証明する書類
（使用者の管理義務）
第13条　墓地の施設物又は樹木等の転倒その他により、危険又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある場合は、当該使用者は、速やかに補修その他必要な措置をとらなければならない。
（墓地の返還）
第14条　使用者は、墓地を返還しようとするときは、墓地返還届（様式第11号）に許可証を添えて届け出なければならない。
２　前項の場合において、墓地を原状に回復するときは、市長の指示を受けなければならない。
（返還命令等の予告）
第15条　条例第15条第１項の規定により、使用についての内容の全部若しくは一部を変更し、又は取り消す場合においては、市長は、３か月以前にこれを使用者に予告するものとする。
（使用料の還付）
第16条　条例第15条第２項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、墓地使用料還付申請書（様式第12号）に、請求事由を証する書類を添付して、市長に申請しなければならない。
（管理料の徴収）
第17条　管理料は、毎年５月に当該年度分を徴収する。ただし、年度の途中において使用許可した者に係る当該年度分の管理料は、使用許可と同時に徴収する。
２　管理料は、市長が発行する納入通知書（様式第13号）により納入しなければならない。
（管理料の減免）
第18条　条例第19条ただし書の規定により、管理料の減免を受けようとする者は、管理料減免申請書（様式第14号）を市長に提出しなければならない。
２　市長は、前項の申請があった場合において必要があると認めるときは、申請人に対して必要な書類の提示を求めることができる。
（土地の一時使用）
第19条　使用者は、墓地に墓碑、墓誌、形像類その他の施設を設置する等の事由により、墓園内の土地を一時使用しようとするときは、墓園内土地一時使用許可申請書（様式第15号）を市長に提出し、許可を受けなければならない。
２　市長は、前項の申請について許可する場合においては、申請人に対し必要な条件を付することができる。
（補則）
第20条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附　則
（施行期日）
１　この規則は、平成18年１月１日から施行する。
（経過措置）
２　この規則の施行の日の前日までに、合併前の花巻市墓園条例施行規則（昭和42年花巻市規則第20号）、石沢霊園条例施行規則（昭和55年石鳥谷町規則第２号）又は東和町墓地公園条例施行規則（平成６年東和町規則第13号）の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附　則（平成19年３月30日規則第14号抄）
（施行期日）
１　この規則は、平成19年４月１日から施行する。
附　則（平成22年３月24日規則第10号）
この規則は、平成22年４月１日から施行する。
附　則（平成24年９月19日規則第43号）
この規則は、平成24年11月１日から施行する。ただし、様式第13号の改正規定は、公布の日から施行する。
附　則（令和２年３月23日規則第23号）
この規則は、令和２年４月１日から施行する。
別表（第11条関係）
１　花巻市松園墓園
	施設等
	碑石
	形像
	その他工作物
	樹木
	測定基準点

	種別
	
	
	
	
	

	第１種
	2.5ｍ
	2.0ｍ
	2.0ｍ
	3.0ｍ
	墓地区画縁石天端

	第２種
	2.5ｍ
	2.0ｍ
	2.0ｍ
	3.0ｍ
	

	第３種
	1.8ｍ
	1.5ｍ
	1.0ｍ
	2.0ｍ
	

	第４種
	1.8ｍ
	1.5ｍ
	1.0ｍ
	2.0ｍ
	


２～４　　（略）
様式第１号～様式第15号　　（略）
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